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令和４年度 

西宮市 

地域子育て支援拠点事業（公募型子育てひろば） 

実施団体募集要項 

 
１ 趣旨 

 西宮市地域子育て支援拠点事業（以下、子育てひろばという）は、児童福祉法第６条の３第６

項に定める地域子育て支援拠点事業として、就学前児童（主に０～３歳未満）とその保護者（以

下、子育て親子という）が交流できる場の提供や、子育てに関する情報を収集・提供等により、

地域の中の子育て支援の拠点となる事業です。現在、西宮市次世代育成支援行動計画及び西宮市

子ども・子育て支援事業計画において、市内に２２か所の設置を計画しており、子育て総合セン

ターや大学、児童館・児童センター、保育所の２０か所で実施しています。 
この要項は、子育てひろばの事業目的を理解し、地域の関係機関や行政機関と連携・協力を図

りながら、子育て親子の支援に真摯に取り組むことができる運営団体を選定するために必要な事

項を定めるものです。 
 
２ 募集地域及び箇所数 

 子育てひろばの実施にあたって、以下の地域で１か所募集します。 

■瓦木周辺地域：阪急今津線以東、阪急神戸線以南、JR 神戸線以北 

 
３ 事業内容 

子育てひろばは、次に掲げる事業を行うものとします。 

（１）子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

（２）子育て等に関する相談、援助の実施 

（３）地域の子育て関連情報の提供 

（４）子育て及び子育て支援に関する講座等の実施（月１回以上） 

 
● 事業実施期間 
 少なくとも令和８年３月末まで事業を実施することを条件として実施団体を選定します。また、

その後も引き続き同団体を実施団体として指定することにより、より高い事業効果が期待でき、

事業の継続性や安定性が発揮され、利用者サービスが向上すると見込まれる場合は、再度同団体

を指定できるものとします。 
 
● 事業開始時期 
 選定された団体は、選定後可能な限り速やかに、遅くとも令和５年３月１日までに事業を開始

するものとします。 
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４ 実施要件 

 子育てひろばは次の要件を満たすものとします。 

（１）実施場所について 

・子育て親子が集う場として適した場所で実施すること。 
・複数の場所や日替わりで実施するものでなく、拠点となる場所を定めて実施すること。 
・近隣住民、団体、事業者等の関係者の理解が得られる場所で実施すること。 

（２）実施施設について 

 ① 実施施設は、以下のいずれかに該当する物件であること。 

  ア）運営団体が所有する物件又は事業開始までに所有権を取得する見込みである物件 

  イ）事業開始に支障のない時期までに賃借が可能となる物件。ただし、転貸物件は不可とす

る。 

 ② 戸建て物件または店舗用物件等、不特定多数の者の利用に適したものとする。 

 ③ 次のア及びイを満たす建物であること 

ア 建築基準法第７条第５項に規定する検査済証が交付されている建物であること。 

イ 建築基準法における耐震基準（昭和 56 年６月１日施行）により建築された建物である

こと。それ以前に建築されたものにあっては建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図る

ための基本的な方針（平成 18 年１月 25 日国土交通省告示第 184 号）に規定する方法に

より行った耐震診断により、耐震上問題ないことが確認された建物であること。 

 ④ 敷地内にブロック塀等の構造物がある場合は、当該構造物に倒壊防止の措置がなされてい

ること（ブロック塀にあっては建築基準法施行令第 62 条の８の規定を満たしていること。）。 

 ⑤ ２方向の避難経路を確保し、消防署の指示に従うこと 

 ⑥ 石綿含有物件でないこと 

⑦ 子育て親子が集うために適した室内で概ね１０組の子育て親子が一度に利用しても差し支

えのない程度以上の広さを確保すること（※）。但し、事業の実施者の判断により、安全上利

用できる人数の上限を、１０組を超える範囲で設けても構わないものとする。 
 ※新型コロナウイルスの感染対策を目的として、１０組より少ない人数に制限する場合はこ

の限りではありません。 
⑧ ベビーカー置き場及び駐輪場を敷地内又は近隣に確保すること。 
⑨ 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具、幼児用トイレ、オムツ交換スペースなど、乳

幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。 

（３）開設日および開設時間 

事業の実施に関しては、原則として、週３日以上、かつ、１日５時間以上開設すること。 

（４）職員配置 

事業の実施時間中は、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育て知識と経験
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を有する専任の者（保育士資格等を有する者が望ましい。）を２名以上（非常勤でも可）配置す

ること。 

（５）その他 

① 運営団体は、西宮市地域子育て支援拠点事業連絡協議会が実施する事業の質の向上及び量

的拡充に寄与する取り組みに参画すること。 
② 運営団体及び事業に従事する者は、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について

守秘義務を負い、当該業務の遂行以外に利用しないこと。 
③ 利用者の事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。 

④ 西宮市地域子育て支援拠点事業補助金交付要綱を遵守すること。 
 
５ 補助金額等 

（１）運営補助 

事業の運営にかかる費用（報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光 
熱水費、利用者及び従事者の保険料、使用料及び賃借料、備品購入費など市長が認めた経費か

ら、寄付金その他収入額を控除した額）を下表の補助基準額を上限として補助します。 
●補助基準額 

１週当りの開設日数 職員の配置 
１施設あたりの 

補助基準額（年額）（※） 

３～４日間 
職員を合計２名配置する場合 ４，１９９，０００円 

職員を合計３名以上配置する場合 ５，７００，０００円 

５日間以上 
非常勤職員のみを配置する場合 ５，１４９，０００円 

常勤職員を配置する場合 ８，３９８，０００円 

 ※補助基準額については、内閣府の子ども・子育て支援交付金の基準額に準拠しており、改定

する場合があります。 

（２）開設準備補助 

事業開始にあたり、準備に要する経費に対して４，０００，０００円を上限として助成しま

す。１施設１回限りで、令和４年度中に支払われたものに限ります。 
 
６ 事業の利用料 

  子育てひろばの利用料は原則無料とします。 
ただし、講習会の材料費等利用者負担が適当と認められる必要最低限の実費については、徴

収できるものとします。 
 
７ 応募資格 
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（１）応募できる団体（以下、応募団体という）は、主に西宮市内で活動する次のいずれかに該

当する団体であるものとします。 

ア 保育所の運営又は子育て支援活動の実績を有する社会福祉法人 
イ 幼稚園又は認定こども園を経営する学校法人 
ウ 医療施設を経営する医療法人等 
エ 子育て支援活動の活動実績を有する特定非営利活動（ＮＰＯ）法人 
オ その他、子育て支援に関する活動を２年以上行っている団体等 
※複数の団体が連名で申し込むことはできません。共同で実施する場合は、代表団体を決定し、

代表団体名で申し込んでください。 

（２）応募団体は、次のすべての要件を満たすものとします。 

ア 令和 4 年７月 1 日現在、過去３年間（過去３年間実施されていない場合は直近）に実施さ

れた自治体等の指導監査等で文書指摘を受けていないこと。ただし、文書指摘を受けていた

場合でも適正な改善報告がされており、同様の指摘を複数回受けていないなど、今後適正に

法人運営、施設運営がなされる見込みであると認められる際には対象とする。 

 イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項第２号に規定する者

に該当しないこと 

ウ 地域の市民活動に理解があり、安全かつ円滑に事業を運営する能力があること。 
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に掲げ

る暴力団又は暴力団員及びそれからの利益となる活動を行う団体でないこと。 
オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。 
カ 特定の公職者（候補者含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でな

いこと。 
キ その他法令等に違反する団体でないこと。 

 
８ 提出書類等 

（１）提出書類 

・ 西宮市地域子育て支援拠点事業実施団体指定申請書・・・・・・・・・（様式第１号） 
・ 年間事業計画表（任意書式。令和４年及び令和５年度分） 
・ 団体の概要が分かるリーフレット等（作成している場合のみ） 
・ 西宮市地域子育て支援拠点事業実施団体指定申請にかかる誓約書・・・（様式ア） 
・ 団体概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（様式イ） 
・ 団体役員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（様式ウ） 
・ 西宮市地域子育て支援拠点事業 事業計画書・・・・・・・・・・・・（様式エ） 
・ 団体の履歴事項全部証明書及び定款等（任意団体においては規約等） 
・ 実施予定場所の位置図・施設平面図及び写真（外観及び室内） 
  ※写真については提出できる場合のみ 
・ 賃貸借（仮）契約書等の写し（借家等で実施する場合のみ） 
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・ 地域子育て支援拠点事業にかかる収支予算書 ※令和４～７年度事業分 
※ 審査にあたり、追加書類の提出を求めることがあります。 

（２）提出部数及び作成要領 

① 提出部数：正１部、副４部（副は複写可）の計５部提出してください。 

② 作成要領： 

  ・任意の表紙及び背表紙を作成し、タイトル（「西宮市地域子育て支援拠点事業実施団体指

定申請書一式」）、団体名を表示すること（フラットファイルの表側に記載する方式でも

可。）。 

  ・用紙サイズは原則 A４判とし、図及びグラフ等を用いることや多色刷りも可とする。 

  ・提出書類は、片面印刷で作成し、提出書類の種類ごとにタックインデックスを付し、書

類の種類が判別できるようにすること。 
 ※ 提出書類等に記載された個人情報については、地域子育て支援拠点事業実施団体選定の目

的以外には使用しません。 
 
９ 応募の手続き 

 書類の配布、受付等は、土曜日・日曜日・祝休日は行いません。 

（１）募集要項等の配布 

  ・配布期間 令和４年７月１１日（月）～９月２６日（月） 
        午前９時～午後５時３０分 
  ・配布場所 西宮市立子育て総合センター 
        西宮市津田町３－４０（電話 ０７９８－３９－１５２１） 

※募集要項等は市のホームページからもダウンロードできます。 

（２）質問の受付 

質問がある場合は、質問票（様式 A）に必要事項を記載し、令和４年７月１１日（月）～８月

１２日（金）に下記宛先まで電子メールにて送付してください。 
質問については応募資格を満たしている団体に限ります。電話や FAX、訪問等による質問は

受付けません。 
質問内容及び回答については、上記受付期間終了後、速やかに市ホームページにおいて公開

します。 
 【宛先】 西宮市立子育て総合センター 
      電子メール vo_kosodate@nishi.or.jp 
  ※質問票はホームページからダウンロードできます。 

（３）応募申請書類の提出 

  ・提出期間 令和４年７月１１日（月）～９月２６日（月）※土・日・祝休日は除く 
        午前９時～午後５時３０分 

mailto:vo_kosodate@nishi.or.jp
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  ・提出場所 西宮市立子育て総合センター 
        西宮市津田町３－４０（電話 ０７９８－３９－１５２１） 

※応募申請書類は、必ず直接ご持参ください。郵送、メール等による書類の提出は不可。 
  ・書類の提出をもって、本募集要項の内容を理解し、承諾したものとみなします。 
 
１０ 応募上の注意事項 

・ 提出期間終了後の応募申請書類の変更及び追加は、原則として認められません。 
ただし、市から指示した場合は除きます。 

・ 応募に際して発生する経費は、すべて応募団体の負担とします。 
・ 応募団体から提出された書類の著作権は、それぞれの団体に帰属します。 

ただし、市は、実施団体の指定決定の公表等に必要な場合は、事業実施計画書等の内容を

無償で使用できるものとします。 
・ 応募申請書類については、返却いたしません。 
・ 応募受付後に辞退する場合は、その旨を記載し、辞退届（様式 B）により提出し 
てください。 

 
１１  失格事項  

次の要件に該当した場合は、審査の対象から除外します。 

（１） 応募申請書類に虚偽の記載があった場合 

（２） 提出期間内に応募申請書類の提出がなかった場合 

（３） 要項に違反又は要項を著しく逸脱した場合 

（４） 審査に関する不当な要求を行った場合 

（５） その他不正行為があった場合 

（６） 令和５年３月１日までに事業を開始しない場合 

  
１２  応募団体の審査  

応募団体の審査については、西宮市地域子育て支援拠点事業実施団体指定審査会において応

募申請書類及びヒアリング等により事業内容と応募団体の事業企画・実施能力等を審査のうえ、

指定団体を決定します。  

（１） 審査方針  

ア 応募団体の体制が十分で、その運営が適正であること。  
    ・運営方針、組織体制等  

イ 事業の趣旨、目的を十分に理解し、事業運営に強い意思を有するとともに子育て支援事業

全般について良好な実績を収め、又は収める見込みを有していること。  
   ・事業の理解度、事業実績、事業計画の内容等  
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ウ 事業の実施について、公平性、安定性、継続性のある円滑な運営が見込まれること。  
   ・職員体制、事業実績、事業計画の内容、啓発活動、職員研修体制等、事業運営能力の有無 

エ 事業を地域や関係団体等と良好な関係を築きながら運営するとともに利用者の信頼が得ら

れること。  
・地域連携の推進、利用者に対する対応等 

 オ 施設の立地、利便性等 
 カ 次の項目については、事業計画に基づく開設日数等が多い団体を加点することとする。 

・週あたりの開設日数 ・一日あたりの開設時間数 ・土日開設の日数 

キ その他特色のある独自の取組 

（２） 応募資格及び応募申請書類の確認 

   応募資格及び応募申請書類は、市（子育て総合センター）が確認を行います。  

（３） 審査方法  

ア 実施団体の選定方法  
西宮市地域子育て支援拠点事業実施団体指定審査会（以下、「審査会」という。）において、

事業計画等を審査し、事業者を選定します。選定にあたっては、書類審査に加え、事業者の代

表者等にヒアリング審査を実施します。 
ただし、申請団体数が多数（概ね５者以上）の場合は、書類審査による上位４者程度にのみ

ヒアリングを実施し、ヒアリングを行った者の中から選定することとします。その場合、ヒア

リングの対象外となった事業者には、その旨を文書で通知します。 
なお、書類審査において、募集条件を満たしていないことが判明した応募事業者についても、

選定対象から除外することとし、ヒアリング審査を実施しません。その場合にも、応募事業者

にその旨を文書で通知します。  

イ 選定の基準  
（ア）ヒアリングの審査は、応募団体の事業責任者及び事業担当者等で事業内容に詳しい方を

含む４名までの出席とします。なお、市が指定した日時のヒアリング審査へ出席ができな

い場合は、選定対象から除外します。  
（イ）審査会において、「事業者の状況」、「事業計画」、「収支計画」、「事業内容」について評価

を行い、市の求める基準に達している事業者の中から選定します。  
（ウ）応募者の評価が市の求める基準に達しない場合には、該当なしとなることがあります。  

ウ その他  
市は指定事業者において、本募集要項に記載された事項について重大な違背行為があった

と認めるとき、又はその他の事情により、適切な事業の実施が困難と認めるときは、実施事

業者の指定を取り消すことができるものとします。  

（４） 審査結果の通知及び公表 

① 結果は、審査を実施した全ての団体に令和４年１０月下旬頃文書により通知します。 
  ※ヒアリング審査を実施しない団体については、書類審査の後速やかに通知します。 
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② 審査の透明性を図るため、次の項目をホームページで公表します。 
（ア）件名 
（イ）選定した日 
（ウ）決定団体及び所在地 
（エ）選定結果（不選定者名は、番号等に置き換えます。） 
③ 実施団体に指定された事業者については、引き続き、補助金交付申請の手続きをすすめます。 

  
１３ 実施団体の決定及び業務開始までの流れ  

（１） 募集要項の配布 

＜配布期間＞ 

令和４年７月１１日（月）～９月２６日（月） 

  下記、配布場所に取りに来ていただくか、市ホームページにおいてもダウンロード可能です。 

（２） 質問の受付（口頭による質問は不可） 

＜受付期間＞ 

令和４年７月１１日（月）～８月１２日（金）午後５時３０分 

（３） 応募申請書類の提出（直接持参のこと。メール、郵送での提出不可。） 

＜提出期間＞ 

令和４年７月１１日（月）～９月２６日（月）午後５時３０分 

 ※土・日・祝休日は除く 

（４） 書類審査       ：～令和４年１０月上旬 

（５） 応募団体へのヒアリング：令和４年１０月１４日（金）午後 

※必ず出席してください 

（６） 指定団体の決定    ：令和４年１０月下旬  

（７） 審査結果通知     ：令和４年１０月下旬 

（８） 事業の開始      ：決定後、準備が出来次第事業開始（遅くとも令和５年３月１日

までに事業開始） 

 
１４  配布場所・問い合わせ  

  西宮市立子育て総合センター（西宮市こども支援局こども未来部子育て総合センター） 
所在地：西宮市津田町３－４０  
電  話：０７９８－３９－１５２１ 
ＦＡＸ： ０７９８－３５－８００１ 
Ｅ－ｍａｉｌ：vo_kosodate@nishi.or.jp 
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